
小型家電には、レアメタルなどの有用な金属が含まれています。

大切な資源を有効に活用するために、リサイクルにご協力をお願いします。

1.電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具

2.携帯電話端末、PHS端末その他無線通信機械器具

3.ラジオ受信機及びテレビジョン受信機

4デジタルカメラ、ビデオカメラ、DVDレコーダーその他の映像用機械器具

5.デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具

6.パーソナルコンピューター

7磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶装置

8.プリンターその他の印刷装置

9.ディスプレイその他の表示装置

10.電子書籍端末

11.電動ミシン

12.電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具

13.電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具

14.ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電機機械器具

15.フィルムカメラ

16.ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具

17.扇風機、電気除湿器その他の空調用電気機械器具

18.電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具

19.電気ストーブその他の保温用電気機械器具

20.ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具

21.電気マッサージ器

22.電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具

23.蛍光灯器具及びその他の電気照明器具

24.電子時計及び電気時計

25.電子楽器及び電気楽器

26.ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具

使用済み小型家電は大切な資源です。

主な対象商品



※バッテリー・乾電池は取り外して、分別してください。（可能な限りで）

回収場所：役場前資源ステーション

サイズ：カゴ(70㎝×45㎝×35㎝)に入る大きさのもの

大治町役場　建設部　産業環境課

444-2711

※本体に付属しているコードは、電源を抜いてから切り離してください。　　　　　　　

※家電リサイクル法対象品目（テレビ、エアコン、冷蔵庫、

冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機）は、対象外です。

【　回　収　対　象　の　小　型　家　電（例）】

※個人情報が記録されている機器は、読み取りができないように処理して

出してください。

注意
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